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川崎市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業について 【資料１】

１ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の概要

〔社会福祉協議会による貸付金制度〕（特例貸付）

〔目的〕
感染症の影響が長期化する中で、すでに総合支援資金の再貸付が終了するなど、特例
貸付が利用できない世帯が存在する。こうした世帯に対し、就労による自立を図るため、
また、それが困難な場合は生活保護の円滑な受給につなげるため

緊急小口資金
総合支援資金

総合支援資金
（延長貸付）

総合支援資金
（再貸付）

【緊急小口資金】
《貸付上限額》10万円以内（条件付20万円以内） 《申請期限》令和3年8月末
【総合支援資金】
《貸付上限額》単身：15万円×3月以内 二人以上：20万円×3月以内 《申請期限》初回及び再貸付：令和3年8月末
延長貸付：令和3年6月末（令和3年3月末までに初回貸付を申請し、3か月の貸付を受けていること）

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について】
（令和３年６月１１日厚生労働省社会・援護局長通知）

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対し、これまで、都道府
県社会福祉協議会による緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を実施

再貸付を終了した、又は再貸付不承認となった世帯のうち、収入・資産・求職等
要件を満たす世帯に対し、支援金を支給

世帯員数 基準額

１人 137,700円

２人 194,000円

３人 241,800円

４人 283,800円

５人 324,800円

■収入要件：申請月における世
帯収入が基準額以下であること

※6人世帯以降も計算式に応じて算出

■資産要件：申請日における世帯
の金融資産が基準額以下であること

世帯員数 基準額

１人 504,000円

２人 780,000円

３人以上 1,000,000円

■求職等要件：今後の生活の自立に向
けて、以下のいずれかの活動を行うこと

①公共職業安定所に求職の申込
みをし、誠実かつ熱心に求職活
動を行うこと。
②就労による自立が困難であり、
この給付終了後の生活の維持
が困難と見込まれる場合は、
生活保護の申請を行うこと。

■その他、不正な手段による申請等の不支給要件に該当しないこと

２ 事業の実施主体及び経費負担

(1) 実施主体
都道府県、市（特別区を含む。）及び福祉事務所を設置する町村

(2) 経費負担
実施に要する費用（事業費及び事務費）については、国が補助（補助率10/10）

３ 対象者への周知及び支給の流れ

④郵送申請

⑥要件審査

①再貸付情報
の提供

③求職申込

申請者

ハローワーク

川崎市

神奈川県社協

⑧（支給決定後、毎月）求職活動等要件の確認のため、
所要の書類の送付

事務センター
（委託）

②制度案内 申請書類発送

⑤書類受領 不備確認

⑦支給決定 振込

４ 本市における実施状況

(1) 対 象 見 込 数
(2) 事 業 費 見 込
(3) 支給までの期間
(4) 申 請 期 限

(5) コールセンター
(6) 申請等の状況
（７月２７日現在）

単身世帯：６万円 二人世帯：８万円 三人以上世帯：１０万円

《支給要件》

《支給額（月額）》

５，０００世帯（うち３，７９６世帯に対し、７月１３日に書類発送済み）

約８億円

申請受付から振込まで３週間程度（不備等のない場合）

令和３年８月３１日まで（当日消印有効）

７月１日～１０月３１日 受付時間 8：30～17：15（土日祝日を除く）
《申請受付》

《不備確認中》

《 審 査 中 》

《支給決定》

《不支給決定》

５ 主なスケジュール

《支給期間》
支給決定から３か月間

対象者
データ

広報関係

問合せ関係

コ ー ル Ｃ

予算・議会関係

相 談 窓 口

通知発送

支給等

受付・審査

申請関係

R3.9 R3.10 R3.11区　分 R3.6 R3.7 R3.8

ホームページ開設(随時更新)

市政だより8月号

区役所等チラシ配架

コールセンター設置

各区役所・支所に設置

社協から

データ取得

申請書等作成 発送

2週に1度追加データ取得

順次、追加発送

順次、受付・審査

順次、支給および求職要件等の確認

９月議会

（補正）

申
請
期
限
：
令
和
３
年
８
月
末

２２６件

１６件

１８２件

２６件

２件

：

：

：

：

：

：

※支援金の支給終了後もなお生活に困窮し、 自立に向けた支援を必要とする方や、収入要件等により支援金の支給対

象とならない方に対しては、状況に応じて、だいＪＯＢセンター等において就労や家計に関する相談などの支援を実施
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川崎市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱 

（目的） 

第１条 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付

が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立や生活保護

の受給に円滑につなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業（以下

「本事業」という。）に関し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領」

（「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について」（令和３年６月 11

日付け社援発 0611 第７号厚生労働省社会・援護局長通知）別紙）に基づき、必要な事項

を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）常用就職  

期間の定めのない労働契約又は期間の定めが６月以上の労働契約による就職をいう。 

（２）職業訓練受講給付金  

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成 23 年法律第 47

号)第 7 条第 1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。 

（支給対象者） 

第３条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者（新型コロナウイルス感染症

生活困窮者自立支援金（以下「自立支援金」という。）を既に他の都道府県、市（特別区

を含む。）又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」

という。）とする。 

（１）次のいずれかに該当する者であること 

ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援

資金の再貸付（以下「再貸付」という。）を受けた者であって、自立支援金の申請を

した日（以下「申請日」という。）の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月

が到来していること 

イ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月で

あること 

ウ 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定と

なったこと 

エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相

談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請を
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できなかったこと 

（２）申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者である

こと 

（３）申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の

額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規

定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第 328 条の規

定によって課する所得割を除く。）が課されていない者の収入の額を 12 で除して得た

額（以下「基準額」という。）及び昭和 38年４月１日厚生省告示第 158 号（生活保護法

による保護の基準を定める等の件）による住宅扶助基準に基づく額（以下「住宅扶助基

準に基づく額」という。）を合算した額以下であること 

（４）申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産

の合計額が、基準額に６を乗じて得た額（当該額が 100 万円を越える場合は 100 万円

とする。）以下であること 

（５）次のいずれかに該当する者であること 

ア 公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる

求職活動を行うこと。 

（ア）月１回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける 

（イ）月２回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける 

（ウ）原則週１回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける 

イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること 

（６）生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと 

（７）偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと 

（求職活動等要件） 

第４条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等

を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該

申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。 

（１）月１回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること 

（２）月２回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること 

（３）原則週１回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること 

（自立支援金の支給等） 

第５条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、支援金を支給する。 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給する自立支援金は、１月ごとに支給し、その

支給額は、次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数に応じ、

それぞれ当該各号に定める金額とする。 

4



（１）１人 ６万円 

（２）２人 ８万円 

（３）３人以上 １０万円 

（支給期間） 

第６条 自立支援金の支給期間は、３月とする。 

（自立支援金の申請受付開始日及び申請期限） 

第７条 自立支援金に係る市の申請受付開始日は、令和３年７月１日とする。 

２ 申請期限は、令和３年８月 31日とする。 

（自立支援金の申請及び支給の方式） 

第８条 自立支援金申請者は、別紙様式第１－１号の申請書（以下「自立支援金申請書」と

いう。）及び別紙様式第１－２号の確認書（以下「自立支援金確認書」という。）に次の各

号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）住民票の写し 

（２）再貸付に係る借用書の写しその他の第３条第一号に該当することを証する書類 

（３）申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請

日の属する月の収入が確認できる書類の写し 

（４）申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機

関の口座の通帳等の写し 

（５）第３条第５号アに該当する場合、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し。

第３条第５号イに該当する場合、生活保護の申請を行っていることを確認できる書類

の写し 

（６）自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し 

２ 市長は、自立支援金申請書が提出された場合は、同項各号の添付書類等を確認の上、不

適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、自立支援金申請書

を受け付ける。この場合において、前項各号の添付書類等に不足があるときは、市長は、

申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。 

（公共職業安定所への求職申込み等） 

第９条 市長は、自立支援金申請者が公共職業安定所への求職申込みを行っていないとき

は、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該自立支援金申請者が生活保護を申

請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。 

２ 自立支援金申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを市長に提

出しなければならない。 
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(審査及び支給決定等) 

第 10 条 市長は、自立支援金申請者から提出された自立支援金申請書及び添付書類に基づ

き、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。 

２ 市長は、前項の審査を行い、自立支援金の支給を決定した場合は新型コロナウイルス感

染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(様式第２号。以下「決定通知書」という。)を、

支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して新型コロナウイルス感染症生

活困窮者自立支援金不支給通知書(様式第３号)を当該自立支援金申請者に交付するもの

とする。 

３ 市長は、決定通知書を交付する際、支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)

に対して、求職活動等状況報告書（様式第４号）、公共職業安定所における職業相談確認

票(様式第５号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況

報告書(様式第６号)及びを交付し、求職活動等の報告を求めるものとする。 

（支給方法） 

第 11 条 自立支援金の支給は、自立支援金申請者から指定された金融機関の口座へ振り込

むことにより行うものとする。 

（常用就職及び就労収入の報告） 

第 12 条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届(様式第７号)を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月 1回、収入額が確認できる

書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。 

(支給の中止) 

第 13 条 市長は、受給者が次のいずれかの事由に該当する場合は、以下の定めのとおり自

立支援金の支給を中止するものとする。 

（１）受給者が、受給中に第４条に該当していないことが判明した場合、原則として、当該

事実を確認した日の属する月の支給から中止する。 

（２）受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が

基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合、原則として、当該収入

額が得られた月の支給から中止する。 

（３）支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合、直ち

に支給を中止する。 

（４）支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。 

（５）支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、

直ちに支給を中止する。 
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（６）受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止する。 

（７）受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止する。 

（８）受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになった

場合は、直ちに支給を中止する。 

（９）上記各号に定めるほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたと

きは、支給を中止する。 

２ 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合には、新型コロナウイルス

感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(様式第８号)を当該受給者に交付するもの

とする。 

（不当利得の返還） 

第 14 条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給

を行った自立支援金の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第 15 条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

(関係機関との連携等) 

第 16 条 市は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、自立支援金確認

書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために

必要な資料の提供を求めることができる。 

２ 市は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と

情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間

終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。 

(留意事項) 

第 17 条 事業の実施に当たっては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。 

(その他) 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

7



8

【参考資料２】



9



誓約事項
1

　①月１回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

　②月２回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける

　③原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

※生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、この限りではない。
2

3

4

5

同意事項

1

①　

②

③　

④　

⑤　

⑥　

⑦

⑧

⑨

2

3

4

令和　　年　　月　　日

川崎市長 殿

　上記誓約事項及び同意事項について確認の上、誓約及び同意します。

申請者住所

申請者氏名

確認事項 （以下に該当する場合はチェックを入れること）

□

□ 生活保護の相談の希望がある。

（様式１－２）（表面）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給を希望する方は、この確認書と併せ申請書（様式１－１）を提出
する必要があります。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書

　受給中、下記の求職活動等要件を満たすこと

　申請者及び申請者と同一の世帯に属する者（以下「申請者等」という。）のいずれもが生活
保護及び職業訓練受講給付金を受けていないこと

　申請者等のいずれもが他の自治体に対し新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を
申請していないこと

　申請者等のいずれもが暴力団員ではないこと、また、受給期間中においても暴力団員になら
ないこと

  偽りその他不正の行為によって新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受けた
り、又は受けようとしたときは、不当利得として返還すること

　以下のいずれかに該当した場合、支給が中止されること

　所要の求職活動等を行わない場合

　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金受給者（以下、単に「受給者」とい
う。）が、常用就職に伴い得られた収入が収入基準を超える場合、またそのことを報告し
ない場合

　申請内容に偽りがあった場合

　支給決定後、受給者と受給者と同一の世帯に属する者（以下「受給者等」という。）が
暴力団員と判明した場合

　支給決定後、受給者等が禁固刑以上の刑に処された場合

　支給決定後、受給者等が生活保護費を受給した場合

　支給決定後、受給者等が職業訓練受講給付金を受給した場合

　支給決定後、受給者等が、偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明
らかになった場合

　支給決定後、受給者等が他の自治体から新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援
金を受給した場合

　支給要件の確認に必要な範囲で、申請者等の資産、収入、緊急小口資金等の特例貸付、職業
訓練受講給付金、生活保護の利用状況等につき、官公署、社会福祉協議会、自立相談支援機関
又は銀行その他の機関、関係者（以下「関係機関」という。）に照会すること。
　また、実施主体の照会に対し、関係機関が報告することについて、申請者等が同意している
旨を関係機関に伝えること。

　生活支援や、適正な公的給付等の実施に必要な範囲で、新型コロナウイルス感染症生活困窮
者自立支援金受給者の情報について、自立相談支援機関、福祉事務所、社会福祉協議会に提供
すること。

　支給に必要な範囲で、暴力団員該当性の確認につき、実施主体が官公署から情報を求めるこ
と。

仕事以外の生活上の困りごとについて支援の希望がある。
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申請時の添付書類
1 本人及び世帯構成の確認書類

□
2

□ ①　再貸付の借用書（控）の写し（再貸付の貸付決定通知書の写しでも可）

□
□ ③　①が用意できない場合（※２）は、様式１－３

□ ①　再貸付の不承認通知の写し

□

□ ①　様式１-３

□ ②　緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳（※１）の写し

3 収入関係書類

□

4 金融資産関係書類

□

5 求職活動関係書類
□
□

6 振込先口座（※１）が分かる書類
□ 通帳の該当部分の写し等

※１　電子的にのみ管理している場合（いわゆるweb通帳の場合）はその画面の写しで可

（様式１－２）（裏面）

住民票の写し
【申請書（様式１－１）の申立事項⑤の１、２に該当する方】

②　再貸付の振込状況がわかる通帳（※１）の写し

【申請書（様式１－１）の申立事項⑤の３に該当する方】

②　①が用意できない場合（※２）は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況
がわかる通帳（※１）の写し及び様式１－３

②　生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し（保護の実施機関の受領印がある
もの）

※２　社会福祉協議会から発行された書類が用意できない場合には、社会福祉協議会に対し、
書類の再交付を受けること等は不要であること

【申請書（様式１－１）の申立事項⑤の４に該当する方】

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属す
る月の収入が確認できる書類の写し

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関の通帳（※１）
の写し

（①と②はいずれか一方の提出で可）

①　公共職業安定所から交付を受けた求職受付票(ハローワークカード）の写し
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※本書類は、申請書等と一緒に送付してください。

同封書類にチェック を入れてください。裏面も必ず確認をしてください。

項目
申請書 □

申請時確認
書 □

本人及び世
帯構成の確
認書類

□

収入・資産
関係書類 □

□ 給与明細書

□ 賃金明細書

□ 報酬明細書

□ 預貯金通帳の当該収入の振込記載ページ

□ （自営業等の場合）帳簿など、収入と経費がわかるもの

□ 雇用保険受給資格証明書（雇用保険の失業給付を受けている場合）

□ 児童扶養手当証書・振込通知書やハガキ

□ 児童手当証書・振込通知書やハガキ

□ 年金手帳

□ 手当・年金等の公的給付金証書・振込通知書やハガキ

□ その他（　　　　　　　　　　　　　）

□ 預貯金通帳等

□ 残高証明

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ ①ハローワーク受付票の写し

□ ②生活保護申請中の場合は、受領印付きの保護申請書の写し

振込先口座
関係書類 □

金融資産関
係書類

収入関係書
類

求職活動関
係書類

公的給
付がある
方

就労収
入がある
方全員

※世帯
の中で
収入が
ある方
全員分

全員
（世帯全員
分）

全員

全員

申請者氏名

書類の提出日
（投函日） 令和   年   月   日

電話番号

全員

全員

全員
全員

提出書類

様式１－２　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請時確
認書

様式１－１　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書

収入・資産申告書

住民票の写し　※マイナンバーの記載がないもの。６カ月以内に取得したもの。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金　提出書類チェックシート

【裏面も必ず確認してください】

①か②のいずれか一方

振込口座の通帳等の写し（金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる
部分）

申請月の収入が確認できる書類の写し（下記のいずれか１つ）

公的給付を受けている場合は、支給額を確認できる書類

預貯金    書類 ※申請時点の最新の記帳をしてください

※表紙など口座名義人がわかるページと、申請時点の最終残高がわかるページの写し

※ｗｅｂ通帳の場合は、画面の写しで可

※複数口座がある場合、すべての通帳分を提出してください。また、世帯全員分提出が必要です。

提出が必要な方

無い場合は、通帳な
 受領金額     
のの写し

申請月の収入が確定できない
場合は、直近３カ月分の収入
が確認できる書類の写し
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【川崎市から申請書類が発送された方は、次の再貸付状況関係書類は提出不要です】

□ ①再貸付の借用書（控）の写し

□ ②再貸付決定通知書

□

□ ④再貸付の振込状況がわかる通帳の写し

□ ①再貸付の不承認通知の写し

□

□

※書類を確認後、電話等にて聴き取りをさせていただく場合があります。

※支給決定に際し、上記以外の書類をご提出いただく場合がありますので、御了承ください。

１．収入について

●収入とは、給与、失業給付金、年金、児童手当、児童扶養手当、継続的な仕送りなどです。

　給与収入や年金の場合、税金や保険料などを含む総支給額（通勤手当のみ除く）が収入となります。

　自営業の場合は、事業収入（収入から経費を差し引いた額）が収入となります。

●当月分の収入が、申請時に確定できない場合

　（例）申請月が７月で、７月分の収入がわかる書類が月末になる場合、４～６月分の書類を提出。

２．資産について

３．新型コロナウイルス感染症に関連する給付金・融資について

特別定額給付金
低所得 子育 世帯 対  子育 世帯生活支援特別給付金
持続化給付金 家賃支援給付金
緊急小口資金 生活福祉資金

当該給付金 融資 決定通知書類
預貯金通帳等 当該給付金 融資 振込記載   

再貸付が
終了  
方／８
月までに
終了  
方

再貸付が
不承認 
なった方

全員再貸付状況
関係書類

②様式１－３　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承
認・過去借入状況申告書【市ホームページからダウンロードしてください】

③緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し

① ③     １点及 ④

③様式１－３　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承
認・過去借入状況申告書【市ホームページからダウンロードしてください】

上記①が提出できない方は次の②及び③

給付金 例

融資 例

提出書類 例

　通帳の表面とその裏面（金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるところ）と最新の残高を記
帳したページをコピーしてください。

収入及び資産についての注意事項

　また、「収入・資産申告書」の「□新型コロナウイルス感染症に関する給付金・融資の合計」に合計額を
記入してください。

　新型コロナウイルス感染症関連の給付金や融資（貸付）は収入・資産に算定しません。給付金・融資等を
受けている場合は、収入・資産の合計額から給付金等の金額を差し引くため、給付金等を受けていることが
わかる書類も提出してください。

　申請月の収入が確定できない場合は、「収入・資産申告書」の「当月分」欄に見込み額を記入し、直近３
カ月分の収入がわかる書類を提出してください。

　　※当月分の収入がわかる書類とは、当月中に「振り込まれる」または「手渡される」収入の書類です。
　　　「６月分給料」という明細で６月中に振り込まれる場合　→　６月の収入がわかる書類
　　　「６月分給料」という明細で７月中に振り込まれる場合　→　７月の収入がわかる書類
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について 

１．制度の趣旨 

社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付が貸付限度額に達している等、特例貸付の

利用ができない世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には生活保護の

受給につなげるために、支援金を支給します。 

２．対象世帯要件 

 支援金を受給するためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

（１）緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯（次のいずれかに該当する世帯）

①申請月の前月までに総合支援資金の再貸付が終了している世帯 

②再貸付を受けている者で、申請月が再貸付の最終借入月の世帯（８月までに借り終わる世帯） 

③再貸付の申請をしたが、申請日以前に不承認となった世帯 

④自立相談支援機関へ再貸付の相談をしたが支援決定できず、申し込みに至らなかった世帯 

（２）申請月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること 

（３）申請月における世帯の収入合計額が次の金額以下であること 

世帯員数 金額 世帯員数 金額 

１人 １３７，７００円 ６人 ３７２，０００円 

２人 １９４，０００円 ７人 ４１７，８００円 

３人 ２４１，８００円 ８人 ４５３，８００円 

４人 ２８３，８００円 ９人 ４９０，８００円 

５人 ３２４，８００円 １０人 ５２６，８００円 

（４）申請日における世帯の金融資産（預貯金及び現金）の合計額が次の金額以下であること 

世帯員数 金額 

１人 ５０４，０００円 

２人 ７８０，０００円 

３人以上 １，０００，０００円 

（５）次の①または②のいずれかの活動を行うこと 

①ハローワークに求職申込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが６月以上の

労働契約による就職（「常用就職」といいます）を目指し、受給期間中に次の活動を行うこと。 

・月１回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける 

・月２回以上、ハローワークで職業相談等を受ける 

・原則週１回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける 

②生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること 

（６）職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一世帯の者が受給していないこと 

（７）生活保護を、申請者及び申請者と同一世帯の者が受給していないこと 

（８）偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと 

（９）申請者及び申請者と同一世帯の者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと 

制度のご案内 

裏面も必ずご確認ください。 
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３．支給額及び支給期間 

１月ごとに、以下の額を支給します。支給期間は３カ月です。 

単身世帯：６万円 ２人世帯：８万円 ３人以上世帯：１０万円 

４．受給中に行っていただくこと 

 受給が決定した方は、受給期間中に以下の活動を行っていただきます。 

毎月、常用就職に向けた次の①～③の活動を行い、市に報告すること。 

①月１回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける 

②月２回以上、ハローワークで職業相談等を受ける 

③原則週１回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

 報告に必要な書類や報告方法は、支給が決定した方に別途お送りします。毎月の報告が確認でき

ない場合は、支給を中止する場合があります。 

 また、支援金の申請時に生活保護を申請した方で、生活保護の受給が決定した場合は、支援金は

中止します。なお、生活保護申請が却下された場合は、ハローワークへ求職申し込みを行い、上記

①～③の活動を行っていただきます。 

５．常用就職及び就労収入の報告 

①常用就職の報告 

 支給決定後、常用就職した場合は、常用就職届を市に提出してください。報告に使用する様式

は、支給決定した方に別途お送りします。 

②就労収入の報告 

 上記による報告を行った方は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、

毎月、市に提出してください。 

６．支給の中止 

以下のいずれかに該当した場合、支給が中止される場合があります。 

① 上記４の求職活動等を行わない場合 

② 常用就職にともない得られた収入が収入基準を超える場合、またそのことを報告しない場

合 

③ 申請内容に偽りがあった場合 

④ 支給決定後、受給者とその同一世帯の者（以下「受給者等」）が暴力団員と判明した場合 

⑤ 支給決定後、受給者等が禁固刑以上の刑に処された場合 

⑥ 支給決定後、受給者等が生活保護費を受給した場合 

⑦ 支給決定後、受給者等が職業訓練受講給付金を受給した場合 

⑧ 支給決定後、受給者等が、偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らか

になった場合 

⑨ 支給決定後、受給者等が他の自治体から新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

を受給した場合 
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(あて先）
　　川崎市長　　様 令和 年 月 日

１　働いて得た収入(就労収入）

２　公的給付等（失業等給付・恩給・公的年金・児童扶養手当・児童手当等・その他収入）

３　金融資産

（１）預貯金

有　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

（２）現金

有　・　無

□　新型コロナウイルス感染症に関する給付金・融資の合計

合計額

受給額（月額）

円

円

円

口座名義人

円

円

当月分

見込額でも可

円

収入・資産申告書

申請者住所

申請者氏名

氏　　　　名

円

円

円

氏　　　名 預貯金額預貯金先(銀行名）

現　　　金 円

円

円

円

円

仕事の内容
勤務先（会社名）

氏　　　　名 収入の種類

①

②

③

④

記入例は裏面にあります。
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(あて先）
　　川崎市長　　様 令和 3 年 7 月 20 日

川崎市○○区○○○-○○-○　○○ハイツ○号室

川崎　太郎

１　働いて得た収入(就労収入）

２　公的給付等（失業等給付・恩給・公的年金・児童扶養手当・児童手当等・その他収入）

３　金融資産

（１）預貯金

有　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

（２）現金

有　・　無

　新型コロナウイルス感染症に関する給付金・融資の合計

合計額

収入・資産申告書

申請者住所

申請者氏名

氏　　　　名
仕事の内容

勤務先（会社名）
当月分

見込額でも可

川崎　太郎 株式会社○○○○ ５０，０００円

川崎　花子 スーパー▲▲ １０，７９８円

円

氏　　　　名 収入の種類 受給額（月額）

川崎　太郎 児童手当 １０，０００円

円

円

氏　　　名 預貯金先(銀行名） 口座名義人 預貯金額

川崎　太郎 ●●ネット銀行 川崎　太郎 306,084円

川崎　太郎 △△銀行（普通預金） 川崎　太郎 21,058円

川崎　太郎 △△銀行（貯蓄預金） 川崎　太郎 155,000円

川崎　花子 ■■銀行 川崎　花子 34,682円

川崎　花子 ××信用金庫 川崎　花子 97,625円

川崎　次郎 ■■銀行 川崎　次郎 25,500円

現　　　金 ３０，０００円

２，０００，０００円

①

②

③

④

『当月』は申請月です。

・税金や保険料を含む総支給額(通勤手当のみ

除く)が就労収入となります。

・申請月の公的給付などの就労収入以外の収入を記入

・年金や児童手当など複数の月に係る給付金は、月額を記入
・年金は、税金や保険料などを含む総支給額です。
・「特別定額給付金」など新型コロナウイルスの影響による
国・自治体・社会福祉協議会からの給付金や融資（貸付）は申
告不要です。

・世帯全員分のすべての通帳(ネットバンク明細含む)が必要。

・申告書作成日の段階での預貯金額を記入。

・普通預金以外に、積立預金、定期預金、貯蓄預金など

預け入れがある場合、すべて記入が必要です。

預貯金以外の手持ち現金を記入

新型コロナウイルス感染症に関する国

等からの給付金・融資を受けている場

合は、□にチェック をし、合計額を

記入

＜記入例＞
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